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１. 仕様概要 

本仕様書は、「沖縄全島エイサーまつり空間演出業務」の業務内容及び要件等を定め

るものであり、事業者は本仕様書に従って業務を執行する。 

 

２. 業務の目的 

沖縄全島エイサーまつりにおける演舞終了後の最終演目に相応しい空間演出を行う

ことで、沖縄全島エイサーまつりが持つ魅力を十分に引き出し、話題の拡散やイベント

参加者の満足度向上および県内外からの観客動員の拡大を図り地域経済の活性化にも、

つなげていくことを目的とする。 

 

３. 委託期間 

着手日から令和8年（2026年）11月30日まで 

沖縄全島エイサーまつり開催日：9月４日（金）・9月5日（土）・9月6日（日） 

なお、業務は9月5日（土）・9月6日（日）に実施する。 

（天候不良等で延期になった際は、延期日に実施する） 

 

４. 業務範囲 

本業務は、次に掲げる業務を範囲とする 

（１）①打ち上げ花火による空間演出 

   ②打ち上げ花火及びその他特殊効果等（ドローンショー、レーザーショー、プロ

ジェクションマッピング等）による空間演出 

   ※①、②どちらかを提案することとする。 

（２）（１）に係る許可申請手続き及び設営（準備及び片づけ含む）等 

（３）（１）に係る養生及び安全対策 

（４）業務実施報告 

 

５. 業務内容 

業務項目ごとに、最低限必要な要件を定める。業務の詳細については、事業者のより

良い提案を基に、協議のうえ決定する。 

（１） 打ち上げ花火による空間演出もしくは打ち上げ花火及びその他特殊効果等（ド

ローンショー、レーザーショー、プロジェクションマッピング等）による空間

演出 

打ち上げ花火による空間演出もしくは打ち上げ花火及びその他特殊効果等の企

画・実施により、演舞終了後の最終演目に相応しい空間演出等を行い、話題の拡散

や観客動員の満足度向上を図る。なお、今年は第 71回のはじまりを迎えるという
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意味で、特別な空間演出を追加で実施すること。天候不良時の代替え案も検討する

こと。 

※演出時間（20：40～21：00）とする。 

※打ち上げ花火を実施する場合は、コザしんきんスタジアムから打ち上げることと

する。 

※ドローンショーを実施する場合は、1回あたりに用いるドローンは 300機以上と

する。 

（２）（１）に係る許可申請手続き及び設営（準備及び片づけ含む）等 

打ち上げ花火による空間演出もしくは打ち上げ花火及びその他特殊効果等（ド

ローンショー、レーザーショー、プロジェクションマッピング等）による空間演

出に必要な許可申請等手続き、及び設営（準備及び片づけ）をまつり運営に支障

がないように行う。 

（３）（１）に係る養生及び安全対策 

①花火の残滓等でコザしんきんスタジアム内（スコアボード含む）を傷つけな 

いように養生及び安全対策を行う。 

②打ち上げ花火による空間演出もしくは打ち上げ花火及びその他特殊効果等

（ドローンショー、レーザーショー、プロジェクションマッピング等）による

空間演出の設営場所等の安全対策を施す事。 

（４）業務実施報告 

本件業務完了時には、次のドキュメント等を整備し提出すること。  

①実績報告書  

 

６．提出書類等 

受託者は、業務の着手及び完了に伴い、以下の書類を提出することとする。 

（１）業務着手後 

 ①着手届 

 ②工程表 

  ③主任届 

  ④その他、市が必要とみなした書類 

（２）業務完了後 

 ①業務完成届 

 ②実績報告書 

（実施内容、設営配置図、各種許可申請書写し、賠償責任保険契約証明書写し、施

工完了写真、機材及び人員一覧等） 

③出来高見積書（業務実施後に実際に要した額が分かる見積書） 
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  ④経費実績に係る根拠資料（領収書の写し等）及び清算書等 

  ⑤引渡書 

  ⑥その他、市が必要とみなした書類 

  ※業務実施後において、②から④の資料を提出後、市と請負者で協議した上で、市 

は対象経費に該当する箇所のみ支払いを行う。よって非対象経費と判断される経 

費について、市は支払いを行わないものとする。 

 

７. その他 

本業務の実施について、まつりの開催中止等に伴う実費負担、及び仕様書に明記さ

れていない事項等については、市と協議のうえ決定し、社会一般に通常実施される業

務項目は、本仕様書に記載のない事項であっても業務の範囲とする。受託事業者は、

当該項目について疑義があるときは本市と協議することができる。 


